
�愛媛県告示第１７３１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友共同電力株式会社

新居浜市磯浦町１６番５号

社長 黒木 明�
２ 事業場の名称及び所在地

住友共同電力株式会社新居浜西火力発電所

新居浜市磯浦町１６番５号

３ 特定施設に関する事項

４ 汚水等の処理施設に関する事項

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の

許可申請の概要………………………………………………………９４５

○ 愛媛県における結核の予防のための施策の実施に関する計画

（愛媛県結核予防計画）の策定……………………………………９４６

○ 指定居宅支援事業者の指定（１２件）………………………………９４６

○ 指定居宅支援事業の廃止（６件）…………………………………９４８

○ 地籍調査の成果の認証………………………………………………９５０

○ 土地改良区の定款変更の認可………………………………………９５０

○ 新たな土地改良事業の施行の関係書類の縦覧……………………９５０

○ 漁業災害補償法による一定区域の設定及び加入区の設定の廃

止の一部改正…………………………………………………………９５０

○ 加入区の設定（特定養殖共済）の一部改正………………………９５１

○ 加入区の設定（漁獲共済）の一部改正……………………………９５１

○ 建設業者の許可の取消し……………………………………………９５１

○ 土地収用法に基づく事業の認定……………………………………９５２

○ 愛媛県普通河川管理条例に基づく認定河川の廃止（２件）……９５３

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可（４件）………………………９５４

○ 土砂災害警戒区域の指定……………………………………………９５７

○ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定（２件）…９５７

○ 道路の区域変更（県道美川松山線）………………………………９５８

○ 道路の区域変更（県道上尾峠久万線）……………………………９５８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………９５８

○ 道路の区域変更（県道山鳥坂名荷谷線）…………………………９５９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………９５９

○ 道路の区域変更（県道小田河辺大洲線）…………………………９５９

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………９５９

○ 道路の区域変更（一般国道１９７号）………………………………９６０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………９６０

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………９６０

告 示

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号）別表第１第６３号の３ 石炭
を燃料とする火力発電施設のうち、廃
ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力
排煙脱硫装置：１時間当たり排ガス６０
１，０００立方メートル処理
石こう回収装置：１時間当たり１５．２ト
ン２０パーセント石こうスラリー処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後約２８ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．０～７．５

最大 ５．０～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ２，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３５

最大 １３５

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後２８ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 凝集沈澱、活性炭吸着、生物脱窒、セ
レン還元、ろ過処理、中和処理

処 理 施 設 の 型 式 物理処理＋生物処理＋化学処理

処 理 施 設 の 構 造 コンクリートピット及び鋼製塔

毎週（火・金）曜日発行 第１６９６号 平成１７年９月２６日

平成１７年９月２６日月曜日 第１６９６号

愛 媛 県 報

９４５
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第１７３２号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３条の４第１項の規

定に基づき、愛媛県における結核の予防のための施策の実施

に関する計画（愛媛県結核予防計画）を次のとおり策定した

。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（「次のとおり」は、省略し、計画書を愛媛県保健福祉部

健康衛生局健康増進課及び各保健所に備え置いて一般の縦覧

に供する。）

�愛媛県告示第１７３３号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦３６．８メートル 横９４メートル
高さ ４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり５８立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈澱、活性炭吸着、生物脱窒、セ
レン還元、ろ過処理、中和処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １．０～１３．５

最大 １．０～１３．５

通常 ６．０～８．５

最大 ６．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ４０

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ２，０００

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９０

最大 ９０

通常 １０

最大 １４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５

通常 １

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，１５０

最大 １，３８５

通常 ９７２

最大 １，１８０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．２

最大 ８．３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２．１

最大 ４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 １２．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４５

最大 ６．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０２３

最大 ０．１５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，１５８，７７２

最大 １，１５８，９８０

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１８７１１５ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 児童居宅介護

宇和島市社会福祉協
議会宇和島障害者居
宅介護事業所

宇和島市住吉町一丁
目６番１６号

平成１７年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００２０３１１２ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 身体障害者居

宅介護
宇和島市社会福祉協
議会宇和島障害者居
宅介護事業所

宇和島市住吉町一丁
目６番１６号

平成１７年
８月１日

愛 媛 県 報平成１７年９月２６日 第１６９６号

９４６
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�愛媛県告示第１７３５号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３６号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３８号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２３１１１２ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 知的障害者居

宅介護
宇和島市社会福祉協
議会宇和島障害者居
宅介護事業所

宇和島市住吉町一丁
目６番１６号

平成１７年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１８８１１３ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 児童居宅介護

宇和島市社会福祉協
議会吉田障害者居宅
介護事業所

宇和島市吉田町東小
路甲５８番地５

平成１７年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００２０４１１０ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 身体障害者居

宅介護
宇和島市社会福祉協
議会吉田障害者居宅
介護事業所

宇和島市吉田町東小
路甲５８番地５

平成１７年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２３２１１０ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 知的障害者居

宅介護
宇和島市社会福祉協
議会吉田障害者居宅
介護事業所

宇和島市吉田町東小
路甲５８番地５

平成１７年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１８９１１１ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 児童居宅介護

宇和島市社会福祉協
議会三間障害者居宅
介護事業所

宇和島市三間町迫目
１２６番地

平成１７年
８月１日

愛 媛 県 報平成１７年９月２６日 第１６９６号

９４７
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平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４２号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４４号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４５号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業を廃

止した旨の届出があった。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００２０５１１７ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 身体障害者居

宅介護
宇和島市社会福祉協
議会三間障害者居宅
介護事業所

宇和島市三間町迫目
１２６番地

平成１７年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２３３１１８ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 知的障害者居

宅介護
宇和島市社会福祉協
議会三間障害者居宅
介護事業所

宇和島市三間町迫目
１２６番地

平成１７年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１９０１１９ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 児童居宅介護

宇和島市社会福祉協
議会津島障害者居宅
介護事業所

宇和島市津島町岩松
甲４７１番地

平成１７年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００２０６１１５ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 身体障害者居

宅介護
宇和島市社会福祉協
議会津島障害者居宅
介護事業所

宇和島市津島町岩松
甲４７１番地

平成１７年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２３４１１６ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 知的障害者居

宅介護
宇和島市社会福祉協
議会津島障害者居宅
介護事業所

宇和島市津島町岩松
甲４７１番地

平成１７年
８月１日

愛 媛 県 報平成１７年９月２６日 第１６９６号

９４８
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�愛媛県告示第１７４６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４７号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

を廃止した旨の届出があった。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４８号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業を廃

止した旨の届出があった。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３０００６９１１５ 医療法人北辰会 西条市氷見丙４７７番
地 真 鍋 知 己 児童居宅介護 まなべ病院指定訪問

介護事業所
西条市氷見丙４７７番
地

平成１７年
８月３１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１０００７５１１４ 医療法人北辰会 西条市氷見丙４７７番
地 真 鍋 知 己 身体障害者居

宅介護
まなべ病院指定訪問
介護事業所

西条市氷見丙４７７番
地

平成１７年
８月３１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２０００９１１１０ 医療法人北辰会 西条市氷見丙４７７番
地 真 鍋 知 己 知的障害者居

宅介護
まなべ病院指定訪問
介護事業所

西条市氷見丙４７７番
地

平成１７年
８月３１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３０００２３１１２ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 児童居宅介護

宇和島市社会福祉協
議会指定障害者居宅
介護事業所

宇和島市住吉町一丁
目６番１６号

平成１７年
７月３１日

３８０００３０００６４１１６ 社会福祉法人吉田町社会福祉協議会
北宇和郡吉田町大字
東小路甲５８番地５ 浅 野 修 一 児童居宅介護

吉田町社会福祉協議
会指定障害者居宅介
護事業所

北宇和郡吉田町大字
東小路甲５８番地５

平成１７年
７月３１日

３８０００３０００１２１１５ 社会福祉法人三間町社会福祉協議会
北宇和郡三間町大字
迫目１２６番地 太 宰 仁 三 児童居宅介護

三間町社会福祉協議
会指定障害者居宅介
護事業所

北宇和郡三間町大字
迫目１２６番地

平成１７年
７月３１日

３８０００３０００４６１１３ 社会福祉法人津島町社会福祉協議会
北宇和郡津島町岩松
甲４７１番地 曽 根 貞 義 児童居宅介護

社会福祉法人津島町
社会福祉協議会指定
障害者居宅介護事業
所

北宇和郡津島町岩松
甲４７１番地

平成１７年
７月３１日

愛 媛 県 報平成１７年９月２６日 第１６９６号

９４９
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�愛媛県告示第１７５１号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）第１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証

したから、同条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松前町 大字鶴吉の
一部

平成１５年度から
平成１６年度まで

松前町の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成１７年９月２６日

�������
�愛媛県告示第１７５２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、周桑郡小松町大字大頭土地改良区（新名称・小松町

大頭土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７５３号
西予市三瓶町土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・二及

地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する

。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・二及地区）計画書の写し

� 西予市三瓶町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１７年９月２７日から１０月２５日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１７５４号
漁業災害補償法による一定区域の設定及び加入区の設定の

廃止（昭和６３年１０月愛媛県告示第１１８３号）の一部を次のよう

に改正し、告示の日から施行する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表弓削町加入区の項を次のように改める。
弓削加入区 弓削漁業協同組合の地区

�愛媛県告示第１７５０号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

を廃止した旨の届出があった。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１０００１９１１２ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 身体障害者居

宅介護
宇和島市社会福祉協
議会指定障害者居宅
介護事業所

宇和島市住吉町一丁
目６番１６号

平成１７年
７月３１日

３８０００１０００６７１１１ 社会福祉法人吉田町社会福祉協議会
北宇和郡吉田町大字
東小路甲５８番地５ 浅 野 修 一 身体障害者居

宅介護
吉田町社会福祉協議
会指定障害者居宅介
護事業所

北宇和郡吉田町大字
東小路甲５８番地５

平成１７年
７月３１日

３８０００１０００１２１１７ 社会福祉法人三間町社会福祉協議会
北宇和郡三間町大字
迫目１２６番地 太 宰 仁 三 身体障害者居

宅介護
三間町社会福祉協議
会指定障害者居宅介
護事業所

北宇和郡三間町大字
迫目１２６番地

平成１７年
７月３１日

３８０００１０００４４１１０ 社会福祉法人津島町社会福祉協議会
北宇和郡津島町岩松
甲４７１番地 曽 根 貞 義 身体障害者居

宅介護

社会福祉法人津島町
社会福祉協議会指定
障害者居宅介護事業
所

北宇和郡津島町岩松
甲４７１番地

平成１７年
７月３１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２０００３２１１４ 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会
宇和島市住吉町一丁
目６番１６号 島 瀬 義 昭 知的障害者居

宅介護
宇和島市社会福祉協
議会指定障害者居宅
介護事業所

宇和島市住吉町一丁
目６番１６号

平成１７年
７月３１日

３８０００２０００８０１１３ 社会福祉法人吉田町社会福祉協議会
北宇和郡吉田町大字
東小路甲５８番地５ 浅 野 修 一 知的障害者居

宅介護
吉田町社会福祉協議
会指定障害者居宅介
護事業所

北宇和郡吉田町大字
東小路甲５８番地５

平成１７年
７月３１日

３８０００２０００１４１１２ 社会福祉法人三間町社会福祉協議会
北宇和郡三間町大字
迫目１２６番地 太 宰 仁 三 知的障害者居

宅介護
三間町社会福祉協議
会指定障害者居宅介
護事業所

北宇和郡三間町大字
迫目１２６番地

平成１７年
７月３１日

３８０００２０００５３１１０ 社会福祉法人津島町社会福祉協議会
北宇和郡津島町岩松
甲４７１番地 曽 根 貞 義 知的障害者居

宅介護

社会福祉法人津島町
社会福祉協議会指定
障害者居宅介護事業
所

北宇和郡津島町岩松
甲４７１番地

平成１７年
７月３１日

愛 媛 県 報平成１７年９月２６日 第１６９６号

９５０
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�愛媛県告示第１７５５号
加入区の設定（特定養殖共済）（平成８年１月愛媛県告示

第２３号）の一部を次のように改正し、平成１７年１０月３日から

施行する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表内海加入区の項区域の欄中「内海漁業協同組合」を「愛

南漁業協同組合の地区のうち、旧内海漁業協同組合」に改め

、同表御荘町加入区の項同欄中「御荘町漁業協同組合」を「

愛南漁業協同組合の地区のうち、旧御荘町漁業協同組合」に

改め、同表南内海加入区の項同欄中「南内海漁業協同組合」

を「愛南漁業協同組合の地区のうち、旧南内海漁業協同組合

」に改め、同表東海加入区の項同欄中「東海漁業協同組合」

を「愛南漁業協同組合の地区のうち、旧東海漁業協同組合」

に改め、同表西海町加入区の項同欄中「西海町漁業協同組合

」を「愛南漁業協同組合の地区のうち、旧西海町漁業協同組

合」に改める。

�������
�愛媛県告示第１７５６号
加入区の設定（漁獲共済）（平成１４年１２月愛媛県告示第２０

１３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

ただし、表３９の項から４２の項まで、４４の項及び４５の項の改正

規定は、平成１７年１０月３日から施行する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表１５の項区域の欄中「弓削町区域（弓削町漁業協同組合」

を「弓削区域（弓削漁業協同組合」に改め、同表３２の項区分

の欄中「西宇和郡三崎町」を「西宇和郡伊方町」に、「平磯

」を「平礒」に改め、同表３９の項区域の欄中「御荘町漁業協

同組合」を「愛南漁業協同組合の地区のうち、旧御荘町漁業

協同組合」に改め、同表４０の項同欄中「南内海漁業協同組合

」を「愛南漁業協同組合の地区のうち、旧南内海漁業協同組

合」に改め、同表４１の項同欄中「東海漁業協同組合」を「愛

南漁業協同組合の地区のうち、旧東海漁業協同組合」に改め

、同表４２の項同欄中「深浦漁業協同組合」を「愛南漁業協同

組合の地区のうち、旧深浦漁業協同組合」に改め、同表４４の

項同欄中「西海町漁業協同組合」を「愛南漁業協同組合の地

区のうち、旧西海町漁業協同組合」に改め、同表４５の項同欄

中「福浦漁業協同組合」を「愛南漁業協同組合の地区のうち

、旧福浦漁業協同組合」に改める。

�愛媛県告示第１７５７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般特－１３）第１８号 平成１３年
５月３０日 泉建設� 泉 正紀 伊予市米湊８１０－１ 平成１７年

８月３日
管工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部廃業）

（般－１３）第３６６号 平成１３年
１１月１６日 愛媛ボウリング� 神野 勝 松山市針田町１６２ 平成１７年

８月４日 さく井工事業 建設業の廃止

（般特－１３）第１９１８号 平成１４年
１月１７日 八幡浜建設� 新地 保彦 八幡浜市五反田１番耕

地５６－１
平成１７年
８月４日

左官工事業
鉄筋工事業
板金工事業
ガラス工事業
防水工事業
熱絶縁工事業
建具工事業

建設業の廃止
（一部廃業）

（般－１４）第４９５２号 平成１４年
１１月１８日 近藤建設工業� 藤本 幹翁 松山市南江戸２－１５－

５０
平成１７年
８月８日

土木工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（特－１４）第１１２８６号 平成１４年
５月１６日 �相中組 相中 正臣 伊予市下吾川２０４５－１ 平成１７年

８月８日 土木工事業 建設業の廃止
（一部廃業）

（般－１２）第１３１６３号 平成１２年
８月２９日 瀬尾塗装 瀬尾 一郎 今治市中寺３２５－７ 平成１７年

８月９日 塗装工事業 建設業の廃止

（般特－１４）第６１６１号 平成１４年
４月２４日 三原設備� 三原 光孝 八幡浜市向灘２４５－３ 平成１７年

８月１２日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部廃業）

（特－１３）第１３４６６号 平成１３年
７月１８日 �三興建設 石丸 傑康 松山市市坪北１－１８－

１０
平成１７年
８月１２日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１５２８０号 平成１５年
３月２８日 山本建設工事 山本 純一 新居浜市宇高町１－３

－６３２
平成１７年
８月１５日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般特－１７）第４７１５号 平成１７年
７月１５日 �みよし組 三好 良 伊予郡松前町大字筒井

１１０９
平成１７年
８月１６日

管工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部廃業）

（般－１４）第１３８７１号 平成１４年
１１月１４日 岡田組 岡田 和広 松山市北斎院町４４９－

８
平成１７年
８月１６日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１５）第１４０６０号 平成１５年
７月１７日 �タニグチ組 谷口 巡一 松山市高岡町７９９－１５ 平成１７年

８月１６日 塗装工事業 建設業の廃止
（一部廃業）

愛 媛 県 報平成１７年９月２６日 第１６９６号

９５１
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�愛媛県告示第１７５８号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づ

き事業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

松山市

２ 事業の種類

市道小野１６２号線及び市道小野１６３号線新設工事（南北

梅本線・愛媛県松山市南梅本町地内）及びこれに伴う一級

河川付替工事

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県松山市南梅本町地内

� 使用の部分

愛媛県松山市南梅本町地内

４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、土地収用法第２０条各

号の要件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定

をしたものである。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性

申請に係る事業は、愛媛県松山市北梅本町地内から同

県同市南梅本町地内までの延長１，０８６ｍの区間（以下「

本件区間」という。）を全体計画区間とする「市道小野

１６２号線及び市道小野１６３号線新設工事（南北梅本線）

及びこれに伴う一級河川付替工事」（以下「本件事業」

という。）のうち、上記の起業地に係る部分である。

本件事業のうち、「市道小野１６２号線及び市道小野１

６３号線新設工事（南北梅本線）」（以下「本体工事」と

いう。）は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条第

４号の市町村道に関する事業であり、土地収用法第３条

第１号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当す

る。

また、本体工事の施工により遮断される一級河川の付

替工事は、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１

項の一級河川に関する事業であり、土地収用法第３条第

２号に掲げる河川法が適用される河川に関する事業に該

当する。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性

市道小野１６２号線及び市道小野１６３号線（以下「本路

線」という。）は、道路法第８条の規定により松山市長

が市道に認定した道路であり、松山市は、同法第１６条の

規定により本路線の道路管理者であることから、起業者

である松山市は、本件事業を施行する権能を有すると認

められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性

ア 得られる公共の利益

本路線は、愛媛県松山市北梅本町地内の県道松山川

内線との接続点を起点とし、県道美川松山線及び伊予

鉄道横河原線と立体交差し、東温市道上樋新村線及び

同市道北野田東梅本線と接続する延長１，０８６ｍの新設

市道であり、地域住民の生活道路であるとともに平成

１８年４月に開院が予定されている独立行政法人国立病

院機構四国がんセンター（以下「がんセンター」とい

う。）へのアクセス道路として重要な役割を担う路線

である。

がんセンターは、四国地区の「がん」の基幹医療施

設として高度先駆的な医療、研究等の機能を備えた施

設で、多数の利用者の来院が予想され、それに伴う交

通量の増加が見込まれている。

しかしながら、現在、本路線に対応する道路は、県

道美川松山線及び市道小野１５号線であるが、県道美川

松山線は、年々交通量が増加している路線であり、沿

線には店舗、住家等が連たんしているにもかかわらず

（般－１５）第１５３８９号 平成１５年
８月２６日 小原組 小原 輝久 松山市久保田町３３１ 平成１７年

８月１８日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
舗装工事業

建設業の廃止

（般－１４）第３１６号 平成１４年
７月１７日 井関建設� 井関 和正 西予市野村町野村１４－

４４９
平成１７年
８月２３日 管工事業 建設業の廃止

（一部廃業）

（特－１４）第１９０１号 平成１４年
１１月１日 昭安土建� 藪 敬仁 松山市松末２－１－５２ 平成１７年８月２９日 内装仕上工事業 建設業の廃止

（一部廃業）

（般－１２）第６００６号 平成１３年
３月２０日 三共通商� 高木 啓志 松山市御幸１－３０６ 平成１７年

８月２９日 電気通信工事業 建設業の廃止
（一部廃業）

（般－１４）第１１７０５号 平成１４年
９月４日 御幸建設� 大西 清忠 松山市山越１－１－５ 平成１７年

８月２９日
土木工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

（般－１５）第１５３８８号 平成１５年
８月２６日 �バーナードホーム 橋村 民生 松山市立花３－３－３６ 平成１７年８月２９日 土木工事業 建設業の廃止

（一部廃業）

（般－１２）第１１０３６号 平成１２年
１１月２７日 �得能工業 得能 政春 西宇和郡伊方町九町１

番耕地１７５５－５
平成１７年
８月３１日 鉄筋工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１２０７１号 平成１２年
１０月１４日 �四国開成 谷冨 一昭 松山市南吉田町２１４２－

４
平成１７年
８月３１日

土木工事業
鋼構造物工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１５）第１４０８７号 平成１５年
８月２５日 十河建築 十河 隆 新居浜市中村１－３－

１１
平成１７年
８月３１日 建築工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１７年９月２６日 第１６９６号

９５２



、歩道等の整備が十分でなく、車両や歩行者の円滑な

交通に支障を来しており、市道小野１５号線は、幅員約

５ｍの１車線道路であることから、現状のままではが

んセンター開院後に見込まれる車両や歩行者の増加に

対処することは困難な状況である。

また、本路線の起点側に接続する県道松山川内線で

は、東温市方面から松山市街地方面へ向けて慢性的な

交通渋滞が発生しており、さらに、本路線の周辺地域

においては、近年、大型小売店舗等が立地する中で、

市道を始めとする生活道路の整備が十分でない状況で

ある。

本件事業の完成により、両側に自動車歩行者道を備

えた２車線道路が整備されることから、がんセンター

を利用する車両及び歩行者の安全かつ円滑な交通が確

保されるとともに、県道松山川内線の交通量を本路線

の終点側に接続する東温市道北野田東梅本線を経由し

て一般国道１１号へ分散させることによる交通混雑の緩

和や地域住民の生活道路としての利用に寄与するもの

と認められる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の

利益は、相当程度存在するものと認められる。

イ 失われる利益

本件事業による生活環境等に及ぼす影響については

、本件事業は環境影響評価法（平成９年法律第８１号）

等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるた

め、環境影響評価は実施されていないが、工事の施工

に当たっては、低騒音型、低振動型建設機械を使用し

、騒音、振動を抑制する対策を講じている。また、本

件事業の起業地及びその周辺は、自然環境保全法（昭

和４７年法律第８５号）等に基づく自然環境保全地域に指

定されていないため、自然環境への影響は軽微である

と推測される。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は

軽微であると認められる。

ウ 事業計画の合理性

本件事業は、がんセンターへのアクセス道路として

安全で円滑な交通を確保することを主な目的とし、道

路構造令（昭和４５年政令第３２０号）第３種第３級の規

格に基づき、２車線道路を建設する事業であり、本件

事業の事業計画は、道路構造令等に定める規格に適合

していると認められる。

本件区間におけるルートの選定に当たっては、申請

案のほか、起点や道路線形の異なる２案について検討

が行われている。申請案は、他の２案と比べ、潰地面

積が少ないこと、最小曲線半径が大きく線形が良いこ

と、事業費が最も廉価であることなどから、社会的、

技術的及び経済的な面を総合的に勘案すると、最も合

理的であると認められる。

したがって、本件事業の事業計画については、合理

的であると認められる。

以上のことから、本件事業の施行により得られる公共

の利益と失われる利益を比較衡量すると、得られる公共

の利益は失われる利益に優越すると認められる。したが

って、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与

するものと認められるので、土地収用法第２０条第３号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性

ア 事業を早期に施行する必要性

�アで述べたように、平成１８年４月に開院が予定さ
れているがんセンターのアクセス道路と県道松山川内

線の交通混雑の緩和や地域住民の生活道路としての利

用等を目的として建設するものであり、本件事業を早

期に施行する必要性は高いものと認められる。

イ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計

画に必要な範囲であると認められる。

また、収用の範囲は、すべて本件事業の用に恒久的

に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用

としていることから、収用又は使用の範囲の別につい

ても合理的であると認められる。

したがって、本件事業は土地を収用し、又は使用する

公益上の必要があると認められるため、土地収用法第２０

条第４号の要件を充足すると判断される。

� 結論

以上のとおり、本件事業は、土地収用法第２０条各号の

要件を充足すると判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

松山市役所

�������
�愛媛県告示第１７５９号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７６０号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

河 川 名 区 域

小支流
冷田川

右岸 松山市横谷丙１９９番地先から同市横谷乙４
６９番地先まで

左岸 松山市横谷丙２０６番３地先から同市横谷乙
３９２番地先まで

支流
内見田川

右岸 松山市平田町３８７番地先から同市平田町４
４１番１地先まで

左岸 松山市平田町１９８番１地先から同市平田町
４９５番１地先まで

河 川 名 区 域

小支流
窪津川

右岸 宇和島市津島町高田甲２６２０番１地先から同
市津島町高田甲２６３９番地先まで

左岸 宇和島市津島町高田甲２６４９番１地先から同
市津島町高田甲２６４０番１地先まで
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�愛媛県告示第１７６１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市三浦西３６２８番１地先から同３５６９番１地先まで

の公有水面

� 区域

次の１点から３２点までを順次直線で結んだ線並びに３２

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（宇和島市三浦西３６２８番１地先に設置した金属鋲

）は、北緯３３度１０分１２秒、東経１３２度３０分０９秒の地点

１点は、基点から真北２９０度５３分３２秒２１．００メートル

の地点

２点は、１点から真北２５５度３４分２２秒１９．２９メートル

の地点

３点は、２点から真北２６０度５５分４２秒１５．９４メートル

の地点

４点は、３点から真北２６８度１２分０８秒２０．２８メートル

の地点

５点は、４点から真北２７４度３９分２７秒９．７５メートルの

地点

６点は、５点から真北２７８度２２分１１秒９．７４メートルの

地点

７点は、６点から真北２８３度２８分４０秒２４．１９メートル

の地点

８点は、７点から真北２９４度０３分３９秒１５．３３メートル

の地点

９点は、８点から真北３０５度２２分４５秒２１．４８メートル

の地点

１０点は、９点から真北３２２度２５分０３秒１４．５８メートル

の地点

１１点は、１０点から真北３２２度４４分４１秒６．４３メートルの

地点

１２点は、１１点から真北３３７度０３分３１秒１３．０４メートル

の地点

１３点は、１２点から真北３３７度０３分１８秒２．８０メートルの

地点

１４点は、１３点から真北２２９度１６分５１秒７．５６メートルの

地点

１５点は、１４点から真北１５３度４０分５５秒３５．２８メートル

の地点

１６点は、１５点から真北１３２度４１分１６秒６．１５メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１１６度０１分０４秒４２．５６メートル

の地点

１８点は、１７点から真北１１２度１１分０４秒８．５７メートルの

地点

１９点は、１８点から真北１０４度４１分４４秒７．６８メートルの

地点

２０点は、１９点から真北６１度３２分３４秒５．５４メートルの地

点

２１点は、２０点から真北７４度４３分３７秒１０．５１メートルの

地点

２２点は、２１点から真北９１度４１分５１秒２．９４メートルの地

点

２３点は、２２点から真北１２８度１２分０１秒７．９２メートルの

地点

２４点は、２３点から真北２０４度５８分０１秒２．５１メートルの

地点

２５点は、２４点から真北１３５度２３分１７秒７．３７メートルの

地点

小々支流
深泥川

右岸 宇和島市津島町高田甲２６３８番５地先から同
市津島町高田甲２４４９番地先まで

左岸 宇和島市津島町高田甲２４６９番１地先から同
市津島町高田甲２４５０番地先まで

支流
稲中川

右岸 宇和島市津島町高田乙２７０番地先から同市
津島町高田乙７３３番２地先まで

左岸 宇和島市津島町高田乙４７５番地先から同市
津島町高田乙５１２番地先まで

小支流
下谷川

右岸 宇和島市津島町高田甲２１３６番地先から同市
津島町高田甲２１２１番１地先まで

左岸 宇和島市津島町高田甲２３４５番１地先から同
市津島町高田甲２３７０番２地先まで

小支流
牛ヶ谷川

右岸 宇和島市津島町高田丁１６７番地先から同市
津島町高田甲９２６番地先まで

左岸 宇和島市津島町高田甲１０３１番１地先から同
市津島町高田甲１０４８番１地先まで

小支流
上谷川

右岸 宇和島市津島町高田甲１９５３番１地先から同
市津島町高田甲１１４２番地先まで

左岸 宇和島市津島町高田甲１９７６番地先から同市
津島町高田甲２０９２番２地先まで

支流
西谷川

右岸 宇和島市津島町近家甲９２６番地先から同市
津島町近家甲１０１８番１地先まで

左岸 宇和島市津島町近家甲８７３番地先から同市
津島町近家甲８５３番１地先まで

幹流
本谷東川

右岸 宇和島市津島町近家甲４６２番１地先から同
市津島町近家甲２８８番１地先まで

左岸 宇和島市津島町近家甲４６２番１地先から同
市津島町近家甲２８８番１地先まで

幹流
小蔵座川

右岸 宇和島市津島町近家甲４１１番１地先から同
市津島町近家甲３５８番１地先まで

左岸 宇和島市津島町近家乙１９６番１地先から同
市津島町近家乙１９０番２地先まで

幹流
下蔵座川

右岸 宇和島市津島町近家甲３３６番１地先から同
市津島町近家甲２８８番１地先まで

左岸 宇和島市津島町近家乙１７２番地先から同市
津島町近家甲２７８番２地先まで

幹流
胼ノ江川

右岸 宇和島市津島町近家甲６４番２地先から同市
津島町近家甲２７番２０地先まで

左岸 宇和島市津島町近家甲６３番３２地先から同市
津島町近家甲２８番１０地先まで
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２６点は、２５点から真北１０７度５７分２５秒１３．０５メートル

の地点

２７点は、２６点から真北９４度０４分５６秒５．８０メートルの地

点

２８点は、２７点から真北８２度０１分３６秒６．９４メートルの地

点

２９点は、２８点から真北５７度４８分２８秒５．８５メートルの地

点

３０点は、２９点から真北４２度４９分３９秒１７．０４メートルの

地点

３１点は、３０点から真北６１度５０分０４秒５．４４メートルの地

点

３２点は、３１点から真北７２度１８分４３秒６．１０メートルの地

点

� 面積

１，５６４．８８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和５８年２月１６日 愛媛県指令河第７８６号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年９月２６日

�������
�愛媛県告示第１７６２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市日振島２０７８番２から同１９６０番１までの地先公

有水面

� 区域

次の１点から４１点までを順次直線で結んだ線並びに４１

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．９２

メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた

区域

基点（宇和島市日振島２１７０番１地先に設置された金属

鋲）は、北緯３３度０９分５２秒、東経１３２度１７分２６秒の地点

１点は、基点から真北０９度０６分４７秒４８６．２３メートルの

地点

２点は、１点から真北１７７度１５分３４秒１．５７メートルの

地点

３点は、２点から真北２６８度５７分４７秒６．７１メートルの

地点

４点は、３点から真北２６５度０６分２４秒２０．０１メートル

の地点

５点は、４点から真北２６５度０９分２３秒３．００メートルの

地点

６点は、５点から真北２５９度５２分５７秒４．５７メートルの

地点

７点は、６点から真北２５３度３０分５５秒４．５７メートルの

地点

８点は、７点から真北２４７度０８分４３秒４．５６メートルの

地点

９点は、８点から真北２４０度４７分３１秒４．５７メートルの

地点

１０点は、９点から真北２３４度２４分３３秒４．５７メートルの

地点

１１点は、１０点から真北２２９度０３分１９秒２．０９メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１３６度５１分０９秒１．００メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２２７度４０分２３秒１．８０メートルの

地点

１４点は、１３点から真北３１６度５１分０９秒１．００メートルの

地点

１５点は、１４点から真北２２２度１４分０８秒５．２４メートルの

地点

１６点は、１５点から真北２１５度１８分３９秒０．８４メートルの

地点

１７点は、１６点から真北２１５度１９分４１秒２．１２メートルの

地点

１８点は、１７点から真北２１５度１８分４７秒１．６０メートルの

地点

１９点は、１８点から真北２０８度５８分１０秒４．５６メートルの

地点

２０点は、１９点から真北２０２度３５分０５秒４．５７メートルの

地点

２１点は、２０点から真北１９６度１３分３０秒４．５６メートルの

地点

２２点は、２１点から真北１８９度４８分４７秒４．６１メートルの

地点

２３点は、２２点から真北１８６度３６分２７秒２３．８３メートル

の地点

２４点は、２３点から真北１８２度５７分０３秒５．６２メートルの

地点

２５点は、２４点から真北１７６度１８分５９秒４．５９メートルの

地点

２６点は、２５点から真北１７０度２２分１３秒４．５９メートルの

地点

２７点は、２６点から真北１６４度２２分２３秒４．５９メートルの

地点

２８点は、２７点から真北１５８度２６分００秒４．５９メートルの

地点

２９点は、２８点から真北１５２度２７分３９秒４．５９メートルの

地点

３０点は、２９点から真北１４６度２９分０８秒４．５９メートルの
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地点

３１点は、３０点から真北１４０度３０分３２秒４．５９メートルの

地点

３２点は、３１点から真北１３４度３２分５８秒４．６１メートルの

地点

３３点は、３２点から真北１３６度３１分３８秒５．４１メートルの

地点

３４点は、３３点から真北１４２度５４分１２秒５．４０メートルの

地点

３５点は、３４点から真北１４９度１６分０８秒５．３８メートルの

地点

３６点は、３５点から真北１５５度３８分２６秒５．３６メートルの

地点

３７点は、３６点から真北１６０度５２分５９秒５．３５メートルの

地点

３８点は、３７点から真北１６６度３３分５１秒１．５２メートルの

地点

３９点は、３８点から真北７６度３３分１６秒１．００メートルの地

点

４０点は、３９点から真北１６６度３２分２７秒３．４０メートルの

地点

４１点は、４０点から真北２５６度３２分０７秒１．９９メートルの

地点

� 面積

８８６．３９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成８年１２月９日 愛媛県指令河第５５３号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年９月２６日

�������
�愛媛県告示第１７６３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市三浦西５１２１番６地先から同５１２１番７地先まで

の公有水面

� 区域

次の１点から１０点までを順次直線で結んだ線並びに１０

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．８９

メートル）の陸と公有水面の接する線により囲まれた区

域

基点（宇和島市三浦西５１２２番４地内に設置された金属

鋲）は、北緯３３度１０分１６秒、東経１３２度３０分２５秒の地点

１点は、基点から真北２４３度５５分４２秒７３．９５メートル

の地点

２点は、１点から真北６８度３８分１２秒２．３４メートルの地

点

３点は、２点から真北６７度２８分１７秒７．０１メートルの地

点

４点は、３点から真北６７度２５分５３秒７．５２メートルの地

点

５点は、４点から真北３３７度２３分５７秒１．５０メートルの

地点

６点は、５点から真北６７度２４分５７秒２．９８メートルの地

点

７点は、６点から真北１５６度４２分４８秒１．５０メートルの

地点

８点は、７点から真北６７度２９分００秒７．３７メートルの地

点

９点は、８点から真北６７度１６分２３秒１０．００メートルの

地点

１０点は、９点から真北６７度００分３４秒１９．９９メートルの

地点

� 面積

３５５．５４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成５年５月２０日 愛媛県指令河第２１３号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年９月２６日

�������
�愛媛県告示第１７６４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市�淵８６５番２から同７００番までの地先公有水
面

� 区域

次の１点から１８点までを順次直線で結んだ線並びに１８

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．３０メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

愛 媛 県 報平成１７年９月２６日 第１６９６号
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れた区域

基点（宇和島市�淵８６５番２地先に設置された金属鋲
）は、北緯３３度１２分００秒、東経１３２度２４分１４秒の地点

１点は、基点から真北３３７度５４分１１秒１３９．０３メートル

の地点

２点は、１点から真北９３度２９分５０秒２．６６メートルの地

点

３点は、２点から真北１７８度３２分４８秒６．１１メートルの

地点

４点は、３点から真北１９４度２１分１４秒５．９０メートルの

地点

５点は、４点から真北２１０度１０分４８秒５．９０メートルの

地点

６点は、５点から真北２１５度０４分３２秒２３．８３メートル

の地点

７点は、６点から真北２０９度２２分２１秒６．７６メートルの

地点

８点は、７点から真北１９１度５６分３５秒６．７６メートルの

地点

９点は、８点から真北１７４度２９分５０秒６．７６メートルの

地点

１０点は、９点から真北１５７度０３分４１秒６．７６メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１４８度２１分３７秒５１．８２メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１４１度５１分３５秒５．５４メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１２８度３０分００秒５．０８メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１１４度１８分５９秒５．５０メートルの

地点

１５点は、１４点から真北１００度４１分５７秒５．２９メートルの

地点

１６点は、１５点から真北９７度２８分４０秒１８．２０メートルの

地点

１７点は、１６点から真北９３度５２分１０秒３．４０メートルの地

点

１８点は、１７点から真北１８３度５２分３１秒２．６９メートルの

地点

� 面積

１，３１８．１９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成４年３月２３日 愛媛県指令河第１６９号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年９月２６日

�������
�愛媛県告示第１７６５号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項の規定に基づ

き、次のとおり土砂災害警戒区域を指定する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

南下本
村川（
４８５－
１５５７）

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局

砂防課、宇和島地方局建設部及び鬼北町に備えて一般の縦覧

に供する。）

�������
�愛媛県告示第１７６６号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第

１項の規定に基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂

災害特別警戒区域を指定する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

上鍵山
１－７
（４８５
－�－
７（１
））

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上鍵山
１－７
（４８５
－�－
７（１
））

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西上本
村川（
４８５－
１５５５）

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 西上本
村川（
４８５－
１５５５）

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北下本
村川（
４８５－
１５５６）

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 北下本
村川（
４８５－
１５５６）

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局

砂防課、宇和島地方局建設部及び鬼北町に備えて一般の縦覧

に供する。）

�������
�愛媛県告示第１７６７号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第

１項の規定に基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂

災害特別警戒区域を指定する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１７年９月２６日 第１６９６号

９５７
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土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

嵐（Ａ
）
（４８６
－�－
２３９５（
１））

宇和島
市津島
町嵐
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

嵐（Ａ
）
（４８６
－�－
２３９５（
１））

宇和島
市津島
町嵐
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

和霊北
ｂ（２０
３－�
－１４５
（２）
）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

和霊北
ｂ（２０
３－�
－１４５
（２）
）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

和霊５
－１（
２０３－
�－４３
（１）
）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

和霊５
－１（
２０３－
�－４３
（１）
）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上嵐川
（４８６
－１６６９
）

宇和島
市津島
町嵐
（次の
図のと
おり）

土石流 上嵐川
（４８６
－１６６９
）

宇和島
市津島
町嵐
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

嵐川（
４８６－
１６７０）

宇和島
市津島
町嵐
（次の
図のと
おり）

土石流 嵐川（
４８６－
１６７０）

宇和島
市津島
町嵐
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

妙典川
（４８６
－１６７１
）

宇和島
市津島
町嵐
（次の
図のと
おり）

土石流 妙典川
（４８６
－１６７１
）

宇和島
市津島
町嵐
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

城北川
（２０３
－１０２１
－１）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

土石流 城北川
（２０３
－１０２１
－１）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

城北川
（２０３
－１０２１
－２）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

土石流 城北川
（２０３
－１０２１
－２）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

城北川
（２０３
－１０２１
－３）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

土石流 城北川
（２０３
－１０２１
－３）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

城北川
（２０３
－１０２１
－４）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

土石流 城北川
（２０３
－１０２１
－４）

宇和島
市和霊
町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局

砂防課、宇和島地方局建設部及び宇和島市に備えて一般の縦

覧に供する。）

�愛媛県告示第１７６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川松山線
松山市南梅本町甲８７０番２から

同市水泥町７３６番地まで

旧 ５．０～１０．８ ０．４７６

新 １０．５～２８．０ ０．４７６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上尾峠久万線
上浮穴郡久万高原町二名甲４２３４番地先から

同町二名甲４２３５番３地先まで

旧 ３．０～４．０ ０．０８７

新 ３．６～１２．８ ０．０８０

愛 媛 県 報平成１７年９月２６日 第１６９６号

９５８
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上尾峠久万線
上浮穴郡久万高原町二名甲４２３４番地先から

同町二名甲４２３５番３地先まで
平成１７年９月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 山鳥坂名荷谷線
大洲市肱川町中居谷１４１６番４から

同町中居谷１４１６番３まで

旧 ３．５～２０．６ ０．０７５

新 ９．５～２０．６ ０．０７５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 山鳥坂名荷谷線
大洲市肱川町中居谷１４１６番４から

同町中居谷１４１６番３まで
平成１７年９月２６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線 大洲市河辺町北平７０９番２
旧 ３．５～４．１ ０．０３２

新 ３．６～６．５ ０．０３２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線 大洲市河辺町北平７０９番２ 平成１７年９月２６日

愛 媛 県 報平成１７年９月２６日 第１６９６号

９５９



古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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�愛媛県告示第１７７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７７７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年９月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
大洲市肱川町宇和川４４６９番２から

同町宇和川４５００番まで

旧 ７．３～２０．５ ０．３４０

新 ８．０～３４．１ ０．３２９

〃 〃
大洲市肱川町宇和川３６７９番２から

同町宇和川３６７８番４まで

旧 １５．７～３０．３ ０．２６６

新 １５．８～３９．９ ０．２６６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
大洲市肱川町宇和川４４６９番２から

同町宇和川４５００番まで
平成１７年９月２６日

〃 〃
大洲市肱川町宇和川３６７９番２から

同町宇和川３６７８番４まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７四土（開）第１７号

平成１７年９月８日

四国中央市下柏町字庄境７７１番、７７１番地先農道及び７７１番地先水路
、同町字二反地７７４番１、７７４番２、７７４番３、７７４番４、７７４番５、
７７４番６及び７７４番１地先水路、同町字藤松７７５番１、７７５番３、７７６
番６、７７６番１０、７７８番１及び７７８番２、同町字半地７７７番１、７７７番
３及び７７７番５、同町字コンヤ地７７９番１及び７７９番７並びに同町字
紺屋地７７９番２

四国中央市下柏町７８０番地
マルウ接着株式会社
代表取締役 横 尾 誠 二

１７四土（開）第１８号

平成１７年９月８日

四国中央市村松町字富光増縄１９番２、２０番１、２１番３、２１番５、２２
番１、２２番７及び２６番

四国中央市村松町２０番１
株式会社シーネット
代表取締役 佐 藤 正 人

１７松局建（開）第３５号

平成１７年９月１３日
伊予郡松前町大字北川原字原端１５１３番及び１５１４番１

伊予郡松前町大字西高柳２５５番地１
ライフタウン南海５０６号
中 矢 純 治

平成１７年９月２６日 印刷
平成１７年９月２６日 発行
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